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（別添２）

読替表

読 替 後 読 替 前

第２章 道府県民税 第２章 道府県民税

第３節 法人の道府県民税 第３節 法人の道府県民税

４４ ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人が、法第５３条第１項 ４４ ２以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人が、法第５３条第１項

前段又は第２項前段の規定により中間申告をする場合の前事業年度分として事業年 前段又は第２項前段の規定により中間申告をする場合の前事業年度分として事業年

度（通算子法人の場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度 度（通算子法人の場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度

）開始の日以後６月を経過した日の前日までに各道府県ごとに納付した法人税割額 ）開始の日以後６月を経過した日の前日までに各道府県ごとに納付した法人税割額

及び納付すべきことが確定した法人税割額の計算の基礎となる前事業年度に係る法 及び納付すべきことが確定した法人税割額の計算の基礎となる前事業年度に係る法

人税割額には、同条第４３項の規定により加算された金額及び租税特別措置法第４ 人税割額には、同条第４３項の規定により加算された金額及び租税特別措置法第４

２条の４第８項第６号ロ若しくは第７号（これらの規定を同法第４２条の４の２第 ２条の４第８項第６号ロ若しくは第７号（これらの規定を同法第４２条の４の２第

２項 において準用する場合を含む。）、第４２条の ２項又は第４２条の５第３項第２号において準用する場合を含む。）、第４２条の

１４第１項若しくは第４項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項 １４第１項若しくは第４項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項

又は第６３条第１項の規定により加算された金額に係る部分は含まれないものであ 又は第６３条第１項の規定により加算された金額に係る部分は含まれないものであ

ることに留意すること。（法５３①前段・②前段、令８の６①・８の８、令附則５ ることに留意すること。（法５３①前段・②前段、令８の６①・８の８、令附則５

の２の４①・②）したがって、前事業年度分として各道府県ごとに納付した法人税 の２の４①・②）したがって、前事業年度分として各道府県ごとに納付した法人税

割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額の算定に当たっては、前事 割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額の算定に当たっては、前事

業年度分として各道府県ごとに納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した 業年度分として各道府県ごとに納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した

法人税割額の合計額から、法第５３条第４３項の規定により加算された金額及び当 法人税割額の合計額から、法第５３条第４３項の規定により加算された金額及び当

該法人税割額の課税標準である法人税額（関係道府県ごとに分割した後の額）に前 該法人税割額の課税標準である法人税額（関係道府県ごとに分割した後の額）に前

事業年度の法人税割の税率を乗じて得た金額に当該法人税額（関係道府県ごとに分 事業年度の法人税割の税率を乗じて得た金額に当該法人税額（関係道府県ごとに分

割する前の額）に対する当該法人税額のうち租税特別措置法第４２条の４第８項第 割する前の額）に対する当該法人税額のうち租税特別措置法第４２条の４第８項第

６号ロ若しくは第７号（これらの規定を同法第４２条の４の２第２項 ６号ロ若しくは第７号（これらの規定を同法第４２条の４の２第２項又は第４２条
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において準用する場合を含む。）、第４２条の１４第１項若しく の５第３項第２号において準用する場合を含む。）、第４２条の１４第１項若しく

は第４項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１ は第４項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第９項又は第６３条第１

項の規定により加算された金額の割合を乗じて得た額を控除する取扱いとすること 項の規定により加算された金額の割合を乗じて得た額を控除する取扱いとすること

。 。

なお、上記の租税特別措置法の規定により加算された金額の他に、過去に改廃さ なお、上記の租税特別措置法の規定により加算された金額の他に、過去に改廃さ

れ、なお効力を有する又は従前の例によることとされている租税特別措置法の規定 れ、なお効力を有する又は従前の例によることとされている租税特別措置法の規定

により加算された金額がある場合についても、同様の取扱いであること。（令附則 により加算された金額がある場合についても、同様の取扱いであること。（令附則

５の３、令和２年９月改正令附則３⑧・⑨） ５の３、令和２年９月改正令附則３⑧・⑨）

５０ 法人税割の課税標準である法人税額とは、内国法人にあっては次に掲げる事項 ５０ 法人税割の課税標準である法人税額とは、内国法人にあっては次に掲げる事項

の適用前の法人税額（各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額、各対 の適用前の法人税額（各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額、各対

象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最 象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最

低課税額に対する法人税額を除く。）を、外国法人にあっては恒久的施設帰属所得 低課税額に対する法人税額を除く。）を、外国法人にあっては恒久的施設帰属所得

及び恒久的施設非帰属所得の区分ごとの次に掲げる事項（(14)及び(15)を除く。） 及び恒久的施設非帰属所得の区分ごとの次に掲げる事項（(16)及び(17)を除く。）

の適用前の法人税額（各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額及 の適用前の法人税額（各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額及

び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税額を除く。）をいうものであり び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税額を除く。）をいうものであり

、したがって法人が現実に納付すべき法人税額と異なる場合のあることに留意する 、したがって法人が現実に納付すべき法人税額と異なる場合のあることに留意する

こと。（法２３①Ⅳ） こと。（法２３①Ⅳ）

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 試験研究費に係る法人税額の特別控除（中小企業者等（租税特別措置法第４ (５) 試験研究費に係る法人税額の特別控除（中小企業者等（租税特別措置法第４

２条の４第４項に規定する中小企業者等をいう。）の同項の規定による控除、同 ２条の４第４項に規定する中小企業者等をいう。）の同項の規定による控除、同

条第７項の規定による控除、当該中小企業者等の当該事業年度又は当該中小企業 条第７項の規定による控除、当該中小企業者等の当該事業年度又は当該中小企業

者等に係る同条第８項第３号イの他の通算法人の同項第２号に規定する他の事業 者等に係る同条第８項第３号イの他の通算法人の同項第２号に規定する他の事業

年度において同項第５号に規定する当初申告税額控除可能分配額（同項第３号の 年度において同項第５号に規定する当初申告税額控除可能分配額（同項第３号の

中小企業者等控除限度額に係るものに限る。）がある場合における同項第６号ロ 中小企業者等控除限度額に係るものに限る。）がある場合における同項第６号ロ

又は第７号の規定による加算、及び中小企業者等（同法第４２条の１２の５第２ 又は第７号の規定による加算、及び中小企業者等（同法第４２条の１２の５第２

項に規定する中小企業者等をいう。以下(６)、(９)、(10)、(12)及び(13) 項に規定する中小企業者等をいう。以下(６)、(７)、(10)、(11)、 (13)、(14)
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において同じ。）の同法第４２条の４第１４項の規定による控除を除く 及び(15)において同じ。）の同法第４２条の４第１４項の規定による控除を除く

。）（措置法４２の４、法附則８①～④） 。）（措置法４２の４、法附則８①～④）

(６) 略 (６) 略

(７) 重点産業技術試験研究費に係る法人税額の特別控除（中小企業者等の租税特

別措置法第４２条の５第１項の規定による控除、中小企業者等の同条第２項の規

定による控除、中小企業者等の同条第３項第２号において準用する同法第４２条

の４第８項第６号ロ及び第７号の規定による加算、及び中小企業者等の同条第４

２条の５第３項第２号において準用する同法第４２条の４第１４項の規定による

控除を除く。）（措置法４２の５、法附則８⑧～⑪）

(７)及び(８) 略 (８)及び(９) 略

(９) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の (10) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の

法人税額の特別控除（中小企業者等に係るものを除く。）（措置法４２の１１の 法人税額の特別控除（中小企業者等に係るものを除く。）（措置法４２の１１の

２②・⑤・⑥、法附則８⑧） ２②・⑤・⑥、法附則８⑫）

(10) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控 (11) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控

除（中小企業者等に係るものを除く。）（措置法４２の１２②・⑥・⑦、法附則 除（中小企業者等に係るものを除く。）（措置法４２の１２②・⑥・⑦、法附則

８⑨） ８⑬）

(11) 略 (12) 略

(12) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等に係る (13) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等に係る

ものを除く。）（措置法４２の１２の５、法附則８⑩～⑫） ものを除く。）（措置法４２の１２の５、法附則８⑭～⑯）

(13) 生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（租税特別措 (14) 生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（租税特別措

置法第４２条の１２の６第２項に規定する控除について、中小企業者等に係るも 置法第４２条の１２の６第２項に規定する控除について、中小企業者等に係るも

のを除く。）（措置法４２の１２の６②～⑧・⑫～⑱、法附則８⑬） のを除く。）（措置法４２の１２の６②～⑧・⑫～⑱、法附則８⑰）

(15) 特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等

に係るものを除く。）（措置法４２の１２の７②～④・⑦・⑩・⑪、法附則８⑱

・⑲）

(14)及び(15) 略 (16)及び(17) 略
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５０の３ ５０(５)、(６)、(９)、(10)、(12)及び(13) における中小 ５０の３ ５０(５)、(６)、(７)、(10)、(11)、 (13)、(14)及び(15)における中小

企業者等であるかどうかの判定の時期については次の点に留意すること。 企業者等であるかどうかの判定の時期については次の点に留意すること。

(１) 法人が５０(５)、(６)及び(12) における中小企業者等に該当する法 (１) 法人が５０(５)、(６)、 (７)及び(13)における中小企業者等に該当する法

人であるかどうかは、当該事業年度終了の時の現況により判定するものとする。 人であるかどうかは、当該事業年度終了の時の現況により判定するものとする。

(２) 法人が５０(９)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ (２) 法人が５０(10)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ

の取得等をした特定事業用機械等を事業の用に供した日の現況により判定するも の取得等をした特定事業用機械等を事業の用に供した日の現況により判定するも

のとする。 のとする。

(３) 法人が５０(10)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ (３) 法人が５０(11)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ

の取得等をした特定建物等を事業の用に供した日の現況により判定するものとす の取得等をした特定建物等を事業の用に供した日の現況により判定するものとす

る。 る。

(４) 法人が５０(13)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ (４) 法人が５０(14)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ

の取得等をした生産工程効率化等設備を事業の用に供した日の現況により判定す の取得等をした生産工程効率化等設備を事業の用に供した日の現況により判定す

るものとする。 るものとする。

(５) 法人が５０(15)における中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、そ

の取得等をした特定生産性向上設備等を事業の用に供した日の現況により判定す

るものとする。

５４ ５３から５３の７までの場合の控除限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞ ５４ ５３から５３の７までの場合の控除限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額とすること。（法５３③・⑧・⑬・⑲・㉓・㉖、法附則８③・⑥ れ次に定める額とすること。（法５３③・⑧・⑬・⑲・㉓・㉖、法附則８③・⑥・

・８の２、令和２年改正法附則５④～⑥、令８の１３・８の１６の６・８の１７ ⑩・８の２、令和２年改正法附則５④～⑥、令８の１３・８の１６の６・８の１７

・８の１９の３・８の２０・８の２３、令附則５の２の４⑤～⑦・５の３、令和２ ・８の１９の３・８の２０・８の２３、令附則５の２の４⑤～⑧・５の３、令和２

年９月改正令附則３㉕・㉛・㊲） 年９月改正令附則３㉕・㉛・㊲）

(１) 内国法人 法人税割の課税標準である法人税額について租税特別措置法第４ (１) 内国法人 法人税割の課税標準である法人税額について租税特別措置法第４

２条の４第８項第６号ロ若しくは第７号（これらの規定を同法第４２条の４の２ ２条の４第８項第６号ロ若しくは第７号（これらの規定を同法第４２条の４の２

第２項 において準用する場合を含む。）、第４２ 第２項又は第４２条の５第３項第２号において準用する場合を含む。）、第４２

条の１４第１項若しくは第４項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは 条の１４第１項若しくは第４項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは

第９項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該法 第９項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該法
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人税額から当該加算された金額を控除した額 人税額から当該加算された金額を控除した額

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

なお、上記(１)から(３)までに掲げる租税特別措置法の規定により加算された金 なお、上記(１)から(３)までに掲げる租税特別措置法の規定により加算された金

額の他に、過去に改廃され、なお効力を有する又は従前の例によることとされてい 額の他に、過去に改廃され、なお効力を有する又は従前の例によることとされてい

る租税特別措置法の規定により加算された金額がある場合は、当該加算された額を る租税特別措置法の規定により加算された金額がある場合は、当該加算された額を

控除した額を控除限度額とすること。 控除した額を控除限度額とすること。


